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手続条例における開発事業【第６条】（対象行為）
※周辺環境に影響を及ぼすおそれのある開発事業を対象行為
として規定

第１号 公共施設の新設を伴う宅地開発
第２号 第一種特定工作物等の新設
第３号 １ｈａ以上の土地の区画形質変更
第４号 ５００㎡以上の土地で都市計画法の許可

を要するもの
第５号 中高層建築物の建築
第６号 共同住宅等（２５戸以上）の建築
第７号 病院、ホテル等の建築
第８号 １，０００㎡以上の土地の区画形質変更

（土石採取、残土処分等）
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手続条例の運用の手引の改正について

＜令和４年７月１日施行＞
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《経緯等》条例制定以降（H29.10～） 
・一部の違反で周辺地域の住環境への影響の懸念 
・違反の多い土石採取・残土処分事業に対する運用見直し 
・市民の開発事業に対する様々な声（区長説明会等を通じて
要望） 

《地域や国等の動き》 
・開発事業に対する周辺住民等の
関心や不信感・不安の高まり 

・熱海事故を受け、国は盛土等に対
する規制法制定の動き 

・直面した課題等に対応し、条例の実効性をより向上するため運用の見直し 

今回の改正は、これまで実施してきた条例の取組をより分かりやすくした



項 目 内 容【該当条文】

手続の流れ
欠格条項該当事業者は、全ての手続がされないことを明記【手続フロー図】

承認後の手続フロー図を追加【手続フロー図】

用語の定義
土地の形状変更・性質変更の具体例を明記【2条】

住民説明対象と説明会開催請求可否欄を追加【2条】

対象行為 対象行為をより具体に明記【６条】

法適合確認

全ての手続前に指定の法適合確認書による確認（持回り）を明記【10条2項・法適合確認書】

法適合確認に用いる図書の作成水準を明記【10条2項】

法適合確認書を必要な法規制等で整理【法適合確認書】

標識の設置
市の了解後に現場への標識設置を明記【11条】

関係他法令の完了確認後まで設置を明記【11条】

近隣説明
不十分な説明に対して、市が指導できることを明記【12条2項】

説明対象者、説明会開催請求対象者の範囲イメージ図を修正【12条】

説明会
地域等からの開催請求時は、事業者から市への報告を明記【12条4項】

説明会資料は、市の事前確認を追加【12条4項】

地域等からの要望対応 要望等への回答が不十分と判断したものは、市は受理せず、補正を求めることを明記【13条4項】

段階的承認

建築物の建築を伴わない事業（6条8（3）号）は、事業の主目的ごとに手続を行うことを明記【15条】

（例：従来は最終目的の「農園整備」で一事業であったものを、「土砂搬入事業」と「農園整備」に分けて手続実施）

承認条件

着手前に関係法令の許認可を得ることを明記【15条4項、21条】

土砂搬入・盛土事業（6条8（3）号）の着手前の境界明示【15条4項】

盛土事業（6条8（3）号）の土砂の搬入伝票管理【15条4項】

承認変更 計画変更時にも説明会開催請求への対応が必要なことを明記【17条】

承継 説明状況報告書の添付を明記【19条】

着手の届出 必要な法令の許認可等を得てから着手すべきことを明記【21条】

報告徴収 報告の体裁をなしていない場合は、報告拒否とみなすことを明記【31条3項】

添付図書
提出図面（土地利用・造成計画図等）の記載事項を明記

その他市長が必要と認める図書として、土地所有者の同意書を求めることを明記（8号案件）

主な改正点
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●フロー図１
（第10条～

第13条）
住民周知手続

7

※開発事業者が条例
第１４条第７項（欠格条項）の
各号のいずれかに該当する
場合は、第１０条第２項の
法適合確認を行うことが
出来ません。

14日

14日

14日

14日
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法適合確認で使用する図書について

（条例第１０条第2項）

①設計説明書第１面から第４面（様式第７号）

②位置図

③土地利用計画平面図

④造成計画平面図

⑤造成計画断面図

⑥建物平面図

⑦建物立面図

⑧措置計画平面図
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※各添付図書は手引１１８ページに記載の
明示すべき事項を参考に作成してください。



標識の設置について

（条例第１１条）

・開発事業者は、法適合確認を行い、市の了解を

得てから標識を設置

・標識は、他法令の完了手続が終了してから撤去
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近隣住民等への説明について

（条例第２条、第１２条）

〇近隣住民・周辺住民の定義
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近隣住民等への説明について

（条例第２条、第１２条）
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最低限説明すべき事項【第１２条】
（近隣住民等への説明）

（１）開発事業の目的、内容、規模（土地利用計
画平面図、建物平面図、建物立面図など）

（２）開発事業を行う場所（位置図）
（３）開発事業を行う期間（設計説明書など）
（４）開発事業者の情報（法人名、担当者連絡先

など）
（５）工事中に講ずる措置（措置計画平面図など）
（６）説明を行う理由（豊田市開発事業に係る

手続等に関する条例に基づく説明である旨）
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●フロー図２
（第14条～第15条）
市との協議・承認
※第6条の
第1号、第2号と
第4号から第8号

第4号～
第8号

標準30日

第1号、第2号
標準75日
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●フロー図３
（第14条～第15条）
市との協議・承認
※第6条第3号

第3号

標準
120日
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開発事業の承認【第１５条抜粋】

●開発事業の承認については、「技術的基準の確
保」を確認

「措置基準」
・侵入防止措置を講じて、作業関係者以外の者に
よる開発事業区域内への侵入を防ぐこと
・区域内の排水に係る汚濁防止措置や土砂の流
出防止措置を設けること
・交通安全、騒音、振動に係る基準に関すること
・盛土、切土の法面の勾配に関すること
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開発事業の承認の条件について
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【例】
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添付図書一覧（手引118ページ～）



添付図書一覧（その他市長が必要と認める図書）
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●フロー図４
承認決定後の手続
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※承認を受けた開発事業の
内容を変更する場合は、
あらかじめ、条例第17条
に規定する手続を行う必
要があります。
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御清聴、ありがとうございました。


